
令和２年４月１５日 

 

お取引先様各位 

 

ノ マ 電 気 株 式 会 社 

代表取締役 樋口 亘 

 

新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴うテレワーク拡大実施について 

 

平素より、弊社事業につきまして格別のご高配賜り厚く御礼を申し上げます。 

弊社では、７都府県に加えて県独自による緊急事態宣言の発出を受け、従前より実施しているテレワ

ーク及び時差出勤の取組みを全拠点に拡大実施することに致しました。営業時間には変更がございませ

んが、担当者が不在となる場合がございます。今後の動向により、営業時間の短縮や休業などの追加措

置を講ずる場合もございます。趣旨をご理解賜ります様にお願い申し上げます。 

 

記 

 

弊社従業員のコロナウイルス感染リスクの低減を目的として、テレワークと予防的自宅待機を実施し

ます。期間中は原則としてモバイル環境でのメールや携帯電話でのご連絡とさせていただきます。詳細

につきましては、各営業担当にお問い合わせください。 

 

実施期間  2020 年 5 月 10 日迄（変更の場合あり） 

営業時間  営業時間(9:00～17:30）に変更はございません。 

対象範囲  全社（本社、東京、日立、名古屋）に勤務する従業員 

 

 弊社従業員の健康を確保していくことで、お取引先様へのサービスを安定的に継続して参ります。何

卒よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 


